
群馬県民間社会福祉施設整備資金利子補助要綱

第１ 趣旨

県は、民間社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第

２２条の社会福祉法人、公益社団法人、公益財団法人、特例民法法人（旧民法第３４条の規

定により設立された法人）及び児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）に規定する児童

福祉施設を設置する宗教法人（以下「法人」という。）が設置経営する社会福祉施設の整備

を図るため借り入れた資金に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その

交付に関しては群馬県補助金等に関する規則（昭和３１年群馬県規則第６８号。以下「規

則」という。）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

第２ 用語の意義

この要綱における用語の意義は、次のとおりとする。

（１）「社会福祉施設」とは、次の施設をいう。

ア 生活保護法による保護施設

イ 身体障害者福祉法による身体障害者社会参加支援施設

ウ 児童福祉法による児童福祉施設

エ 老人福祉法による老人福祉施設

オ 母子及び寡婦福祉法による母子福祉施設

カ 在宅障害者ディサービス事業実施要綱（昭５５．９．２６厚生省社会局長通知）に

よる在宅障害者ディサービス事業を行う施設

キ 知的障害者地域ホーム設置運営要綱（平２．１０．２群馬県県民生活部長通知）に

よる知的障害者地域ホーム

ク 障害者自立支援法による障害福祉サービス（居宅介護、重度訪問介護、行動援護、

重度障害者等包括支援を除く）、福祉ホーム及び指定旧法施設支援を行う施設

（２)「介護保険関連施設」とは、社会福祉施設のうち次の施設とする。

ア 老人デイサービスセンター

イ 老人短期入所施設

ウ 特別養護老人ホーム

エ ケアハウス（指定特定施設入所者生活介護の指定を受けるものに限る）

オ 老人介護支援センター（指定居宅介護支援事業者の指定を受けた法人が経営するも

のに限る）

（３）「障害福祉サービス関連施設」とは、社会福祉施設のうち次の施設とする。

ア 指定療養介護事業所

イ 指定生活介護事業所

ウ 指定共同生活介護事業所

エ 指定障害者支援施設

オ 指定短期入所事業所

カ 指定児童デイサービス事業所

キ 指定自立訓練事業所

ク 指定就労移行支援事業所

ケ 指定就労継続支援事業所

コ 指定共同生活援助事業所

（４）「施設整備事業」とは、社会福祉施設の新築、増築、改築その他知事が適当と認めた事



業をいう。

（５）「金融機関」とは、独立行政法人福祉医療機構をいう。

第３ 利子補助の対象となる資金

補助の対象となる資金は、法人が平成２０年度までに実施する施設整備事業（平成２０

年度に開始し、平成２１年度まで継続して行う事業を含む）に要する資金又は要した資金

のうち、金融機関からの借入れに係るものとする。

第４ 利子補助の額の算出方法

補助の額は、法人が金融機関と締結した個別の契約による借入れについて、次により算

出するものとする。ただし、算出された額の合計額に１０万円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。

なお、法人が２以上の借入れを行った場合には、端数処理後の額の合計額を補助の額と

する。

（１）当該年度において、金融機関の償還計画（約定）により法人が支払う利子のうち利率

１．５％に相当する額（金融機関の償還計画（約定）により法人が支払う利子に１．５

％を乗じて得た額を借入利率で除して得た額とする。）又は金融機関の償還計画（約定）

により法人が支払う利子に次の割合を乗じて得た額のいずれか低い方の額とする。ただ

し、借入資金残高が５億円（社会福祉施設１施設あたり）を超える場合には、５億円を

限度として算出する。

ア 介護保険及び障害福祉サービス関連施設の整備に係る借入れの場合 ２分の１

イ アを除く社会福祉施設の整備に係る借入れの場合 ３分の２

（２）平成１５年度以前に整備事業を行った社会福祉施設（平成１５年度から平成１６年度

に継続して整備事業を行った施設を含む）に係る借入れについては、前項の規定にかか

わらず、当該年度において金融機関の償還計画（約定）により法人が支払う利子に次の

割合を乗じて得た額とする。

ア 介護保険関連施設の整備に係る借入れの場合 ２分の１

ただし、平成１４年度以前に整備事業を行った施設（平成１４年度から平成１５年

度に継続して整備事業を行った施設を含む）に係る借入れについては３分の２を乗じ

て得た額とする。

イ アを除く社会福祉施設の整備に係る借入れの場合 ３分の２

ただし、資金借受年度の当初算定財政力指数０．４４以下の町村において、平成７年

度に施設整備事業を行った（資金を借り受けた）法人に対しては、当該年度が償還期間

の最初の２分の１の期間に該当する場合は４分の３を乗じて得た額、それ以外の場合は

３分の２を乗じて得た額とする。

（３）契約内容を変更したとき、もしくは変更しようとするときは、法人は遅滞なくこれを

知事に報告しなければならない。

（４）契約内容の変更により、金融機関の当初の償還計画（約定）と異なる償還（繰上償還

を除く）を行ったとき、もしくは行おうとするときは、知事が適当と認めた場合に補助

するものとする。

（５）法人の責めに帰すべき理由により償還が遅延した場合の遅延利子は、補助額の算出に

含めない。

第５ 交付の条件

この補助金は、次に掲げる事項を条件として交付するものとする。

（１）補助金の交付を受けた法人は、常に補助金の経理を明らかにしておかなければならな



い。

（２）「不適正な運営が改善されない社会福祉法人等に対する補助金交付の停止等に係る基

準」（平成１３年１月１９日付け保福第２９８号保健福祉部長通知）第４条の規定に基

づく認定を受けた法人に対しては、当該認定に係る事案の改善措置が採られるまでは補

助金を交付しない。

（３）補助金の交付を受けた法人が、次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全

部又は一部を返還させることがある。

ア 補助金を目的以外に使用したとき。

イ 規則及びこの要綱に違反したとき。

第６ 補助金の交付申請

法人は、補助金の交付を受けようとするときは、別記様式第１号による補助金交付申請

書を別途知事が指定する期日までに知事に提出しなければならない。ただし、特別の理由

があると知事が認めたときはこの限りでない。

第７ 補助金の交付決定

知事は、第６による補助金交付申請書を受理したときは、その内容を審査し、適正な

ものと認めたときは補助金の交付を決定し、申請者に通知するものとする。

第８ 実績報告

この補助金の交付決定を受けた法人は、別途知事が指定する期日までに別記様式第２号

による実績報告書を知事に提出しなければならない。

第９ 指導及び調査

知事は、必要に応じ補助金の交付を受けた法人に対し、当該補助事業に係る事項につい

て報告を求め、又は関係職員をして調査を行わせることができる。

第１０ その他

規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の取扱いに関し、必要な事項は知事がそ

の都度定める。

第１１ 実施期日

この要綱は、昭和４１年４月１日から実施する。

附 則 （昭和４２年２月２１日改正）

昭和４０年度以前に借入れた資金のうち、この要綱第１及び第２に該当する借入金につ

いては、昭和４１年度及び昭和４２年度に限り、この要綱第３の利子補助の対象となる資

金とみなすことができる。

附 則 （昭和４５年５月３日改正）

この要綱は、昭和４５年４月１日から実施する。ただし、改正前の要綱にもとづき昭和

４３年度以前に引続き２年間の補助対象となった資金にかかる利子については適用しな

い。

附 則 （昭和４６年３月１９日改正）

この要綱は、昭和４５年４月１日から実施する。

附 則 （昭和４８年４月１７日改正）



この要綱は、昭和４８年４月１日から実施する。

附 則 （昭和５０年４月２４日）

この要綱は、昭和５０年４月１日から実施する。ただし、金融機関が銀行・信用金庫・

農業協同組合の資金であっても昭和４９年度に補助されている資金にかかわるものは従前

のとおりとする。

附 則 （昭和５５年５月１２日）

この要綱は、昭和５５年４月１日から実施する。ただし、第４の改正規定は昭和５６年

度から実施する。

附 則 （平成２年４月１日）

この要綱は、平成２年４月１日から実施する。ただし、第４の改正規定は既存の借入れ

についても適用する。

附 則 （平成３年８月２２日）

この要綱は、平成３年４月１日から実施する。

附 則 （平成７年５月１１日）

この要綱は、平成７年４月１日から実施する。

附 則 （平成８年３月２９日）

この要綱は、平成８年４月１日から実施する。

附 則 （平成１１年８月１８日）

この要綱は、平成１１年４月１日から実施する。

附 則 （平成１２年７月３１日）

この要綱は、平成１２年４月１日から実施する。

附 則 （平成１３年１月１９日）

この要綱は、平成１２年度の補助から適用する。

附 則 （平成１５年４月１日）

この要綱は、平成１５年４月１日から実施する。

附 則 （平成１６年４月１日）

この要綱は、平成１６年４月１日から実施する。ただし、第２（５）の改正規定は、金

融機関が旧社会福祉・医療機構又は旧年金福祉事業団であっても、独立行政法人福祉医療

機構又は年金資金運用基金に債権の管理が承継された既存の借入れに係るものは、従前の

とおりとする。

附 則 （平成１９年４月１日）

この要綱は、平成１９年４月１日から実施する。

附 則 （平成２０年４月１日）

この要綱は、平成２０年４月１日から実施する。

附 則 （平成２１年１２月１日）

この要綱は、平成２０年１２月１日から実施する。

附 則 （平成２１年３月１８日）

この要綱は、平成２１年３月１８日から実施する。

附 則 （平成２４年４月１日）

この要綱は、平成２４年４月１日から実施する。ただし、第２（５）の改正規定につい

て、改正前の同規定により、その他知事が適当と認めた金融機関からの借入れであって、

本補助金の交付対象としていたものについては、従前のとおりとする。

附 則 （平成３０年３月２９日）

この要綱は、平成３０年４月１日から実施する。


